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１ 令和5年度介護保険サービス事業者等
指導監督方針について
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【飯塚市ホームページ（ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け
情報 > 令和5年度介護保険サービス事業者等指導監督方針について）参照】



（2）実施方法

①集団指導 ※対象は飯塚市の指定事業者

サービス事業者等を一定の場所に集め、必要な指導の内容等について講習会形式で実施

②運営指導

※対象は指定更新前事業所、新規指定後1年及び指定（更新）後概ね3年を経過した事業所

法令等の趣旨及び目的を周知し、理解を促進することにより、介護報酬の誤った請求等の未
然防止、利用者に対する適切な介護サービスの提供を図ることを目的として、健全な事業者育
成のための支援に主眼を置いて、必要な指導を行う

※概ね1ヶ月前に文書により実施する旨を通知
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1-1 指導の目的と実施方法

（1）目的

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置いて、介護サービス事業者の支援をすることを
基本とし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹
底することにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図る



（1）目的

介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関し、法令及び条例（以下「法令等」
という。）に違反する疑いがあると認められる場合において、事実関係を的確に把握し、公正
かつ適切な措置を採ることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化
を図る
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1-2 監査の目的と実施方法

（2）実施方法

監査は以下の情報において、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反、又は介護報酬の請
求について、不正若しくは著しく不当であると認められる場合又はその疑いがあると認められ
る場合に行う

①通報・苦情・相談等に基づく情報

②国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）・地域包括支援センター等へ寄せられ
る苦情

③連合会・保険者等からの通報情報

④介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

⑤介護保険法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

⑥運営指導において確認した情報
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1-3 業務管理体制確認検査について

（1）目的

業務管理体制の整備・運用状況又は介護サービス事業者の不正行為への組織的関与の有無を
確認することにより、介護サービス事業者の法令等の遵守を確保し、不正行為を未然に防止す
るとともに、利用者の保護及び居宅サービス等の事業の運営の適正を図る

（2）実施方法

①一般検査

指定更新の審査の際に書面確認するとともに、運営指導に併せて書面により実施

②特別検査

指定取消相当事案が発生した際に実施（監査に併せて行う）

※業務管理体制の届出先は、事業所の所在地や指定を受けている事業所のサービス種別等によ
り国、県、市町村と異なる

※届出内容に変更があった際は、変更届出書の提出が必要
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1-4 令和5年度重点事項について

（1）高齢者向け住まい等における適正なサービス確保について

「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底につい
て」（令和3年3月18日老指発0318第1号・老高発0318第1号・老認発0318第1号）に基づく指
導の実施

①高齢者住まい等におけるケアプランの点検・検証

②区分支給限度基準額の利用割合が高い居宅介護支援事業所のケアプランの優先的な

点検・検証

（2）地域との連携等について

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護サービスを提供する場合
には、地域包括ケア推進の観点から、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用
者以外の者に対しても、サービスの提供を行っているか確認する。

（3）令和3年度介護報酬改定及び指定基準の改正点の適切な取扱いについて（令和6年3月末
までは経過措置期間）

①感染症対策の強化 ②業務継続に向けた取組の強化 ③高齢者虐待防止の推進

④認知症介護基礎研修受講の推進
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1-4 令和5年度重点事項について

（4）利用者の安全の確保について

（5）サービスに関する説明及び利用者の同意について

（6）個別サービス計画の作成と適切な取扱いについて

（7）サービスの提供の記録及び適切な取扱いについて

（8）人員に関する基準について

（9）介護給付費の適正な算定について

（10）高齢者虐待防止及び不適切な身体拘束禁止へ向けた取組について

（11）利用料等の適正な受領について

（12）苦情処理の体制等について

（13）秘密保持及び個人情報の保護について

（14）介護職員処遇改善等について

（15）感染症対策について

（！）各サービス事業ごとの留意事項についても必ず確認を
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法令上事業者に求められる措置

講ずべき措置 ＜対象＞
〇職場における
・セクシュアルハラスメント
・パワーハラスメント
〇利用者やその家族等から受ける
・セクシュアルハラスメント

講じることが
望ましい措置

＜対象＞
〇利用者やその家族等から受ける
・顧客等からの著しい迷惑行為
＝カスタマーハラスメント
＜内容＞
①及び②の必要な措置を講じるにあたっては、カスタ
マーハラスメント防止のための方針の明確化等の措置も
講じることを推奨。
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1-4 令和5年度重点事項について

（4）利用者の安全の確保について

（5）サービスに関する説明及び利用者の同意について

（6）個別サービス計画の作成と適切な取扱いについて

（7）サービスの提供の記録及び適切な取扱いについて

（8）人員に関する基準について

（9）介護給付費の適正な算定について

（10）高齢者虐待防止及び不適切な身体拘束禁止へ向けた取組について

（11）利用料等の適正な受領について

（12）苦情処理の体制等について

（13）秘密保持及び個人情報の保護について

（14）介護職員処遇改善等について

（15）感染症対策について

（！）各サービス事業ごとの留意事項についても必ず確認を
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2 介護サービス事故について



2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より

15

報告件数 割合（％） 報告件数 割合（％） 報告件数 割合（％）

介護予防通所介護 4 1% 1 0%
小規模多機能型居宅介護 6 1% 19 4% 9 2%
短期入所生活介護 37 9% 46 11% 28 6%
地域密着型通所介護 24 6% 26 6% 17 4%
通所リハビリテーション 5 1% 7 2% 6 1%
通所介護 47 11% 21 5% 28 6%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 0% 3 1%
認知症対応型通所介護 2 0% 1 0%
福祉用具貸与 1 0%
複合型サービス 5 1% 3 1% 2 0%
訪問介護 6 1% 6 1%

小　　計 135 33% 135 31% 91 20%

サービス付き高齢者向け住宅 6 1% 2 0% 2 0%
介護医療院 1 0%
介護医療型医療施設 1 0%
介護保険施設サービス 1 0%
介護老人福祉施設 74 18% 57 13% 104 22%
介護老人保健施設 46 11% 110 25% 95 21%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 2 0% 5 1% 7 2%
地域密着型特定施設入居者生活介護 17 4% 19 4% 29 6%
特定施設入居者生活介護 36 9% 28 6% 63 14%
特別養護老人ホーム 18 4% 1 0% 0 0%
入所サービス・有料老人ホーム 3 1% 1 0%
認知症対応型共同生活介護 76 18% 75 17% 71 15%

小　　計 278 67% 300 69% 372 80%

413 100% 435 100% 463 100%合　　計

　　　介護事故報告

　　サービス種類別発生件数

サービスの種類
令和2年度 令和3年度 令和4年度

在
宅
系
サ
ー

ビ
ス

施
設
・
居
住
系
サ
ー

ビ
ス
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2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より

　認知症対応型共同生活介護７１件（15％）であった。

・令和４年度中に起きた事故の件数は、４６３件です。

　介護老人福祉施設の104件（22％）、続いて介護老人保健施設95件（21％）、

　　　介護事故報告

　　サービス種類別発生件数

・サービス種類別で比較すると、最も届出件数が多かったサービスは

2
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29

6

28
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サービス付き高齢者向け住宅

介護医療型医療施設

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型通所介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

通所リハビリテーション

通所介護

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型通所介護

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
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2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より

小規模多機能型居宅介護 5 1 2 1 9

短期入所生活介護 14 4 2 5 3 28

地域密着型通所介護 7 3 3 4 17

通所リハビリテーション 5 1 6

通所介護 22 2 2 1 1 28

認知症対応型通所介護 1 1

複合型サービス 2 2

小　　計 53 6 2 1 3 12 0 4 1 0 9 91

サービス付き高齢者向け住宅 2 2

介護療養型医療施設 1 1

介護老人福祉施設 27 10 1 1 1 16 32 1 16 105

介護老人保健施設 29 5 8 45 8 95

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 2 3 1 6

地域密着型特定施設入居者生活介護 7 1 1 1 14 1 4 29

特定施設入居者生活介護 19 1 2 34 7 63

認知症対応型共同生活介護 22 4 1 4 25 4 3 8 71

小　　計 108 25 4 6 2 98 81 1 4 0 43 372

161 31 6 7 5 110 81 5 5 0 52 463

サービス種類別及び事故種類別

介護事故報告

誤薬 感染症 交通事故 徘徊
職員の違法行

為・不祥事 その他サービスの種類 転倒 転落 接触 異食 誤嚥 合計

在
宅
系
サ
ー

ビ
ス

施
設
・
居
住
系
サ
ー

ビ
ス

合　　計



18

2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より
　　　介護事故報告

　　事故種類別事故発生件数

・事故種類別発生件数では、転倒が161件（35％）、次いで誤薬が１０９件（24％）と
　なっています。
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誤薬・服薬忘れ
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交通事故
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接触・介助中の事故
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徘徊・離設

種類別
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2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より
　     　介護事故報告

　   　事故結果と原因（事故種別）

死亡 1 1 2 1 5

骨折 75 7 2 29 113

打撲・捻挫 40 10 1 7 58

切傷・擦過傷 19 6 3 8 36

誤嚥・窒息 1 1

経過観察 1 8 1 10

異常なし 21 8 4 3 102 5 5 2 150

その他 4 3 79 4 90

合計 161 31 6 7 5 110 81 5 5 52 463

死亡 5

骨折 113

打撲・捻挫・脱臼 58
切傷・擦過傷 36
その他 101
異常なし 150

合　　計 463

*その他（誤嚥・窒息、経過観察含む）

・事故発生後結果として異常なし1５０件（32％）、次いで骨折１１３件（24％）、

　打撲58件（13％）となっている。

交通事故 徘徊 その他 合計事故結果　事故種別 転倒 転落 接触 異食 誤嚥 誤薬 感染症

5
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切傷・擦過傷

その他
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2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より

居室 156
トイレ 26
食堂 147
浴室・脱衣所 17
廊下 20
機能訓練室 4
その他屋内 73
屋外 4
居宅 2
その他 14
合計 463

　０時～　２時 11
　２時～　４時 12
　４時～　６時 14
　６時～　８時 73
　８時～１０時 40
１０時～１２時 60
１２時～１４時 50
１４時～１６時 33
１６時～１８時 40
１８時～２０時 31
２０時～２２時 11
２２時～２４時 6

不　明 82
合計 463

　　　介護事故報告

　　事故発生場所

　　　介護事故報告

　　事故発生時間帯事故件数
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２０時～２２時

２２時～２４時

不 明
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2-1 令和4年度 事故報告書の集計結果より

60～69歳 51
70～79歳 177
80～89歳 215
90～99歳 13
100歳以上 13
合計 469

要支援2 18
要介護1 69
要介護2 83
要介護3 108
要介護4 124
要介護5 61
合計 463

　 　 　介護事故報告

　　　年 代 別

　 　　介護事故報告

　　 要介護度別
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（2）報告は事故発生から5日以内

→提出は可能な限りメールで（FAX、郵送、持参も可）

※事業所所在地の保険者と、当該利用者の保険者の双方への報告が必要
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2-2 事故報告書の作成及び提出について

（1）市への報告が必要な事故→福岡県作成 共通資料17ページ

→ケガ等については、医師の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となっ
た事故について報告すること

→その他の事故は事業所において「事故報告」や「ヒヤリハット」として記録を

（！）利用者、家族とトラブルになるケースも。
迅速かつ丁寧な対応を。

（3）ホームページに掲載の様式により作成してください。
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3 介護職員処遇改善加算等について



①介護職員処遇改善加算
■対象：介護職員のみ
■算定要件：以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等
要件を満たすこと

＜キャリアパス要件＞

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

②資質向上のための計画を策定して研修の
実施又は研修の機会を確保すること

③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期
に昇給を判定する仕組みを設けること

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

＜職場環境等要件＞

賃金改善を除く、職場環境等の改善

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ）

キャリアパス要件のうち、
①＋②＋③を満たす

かつ
職場環境等要
件 を満たす

キャリアパス要件のうち、
①＋②を満た

す かつ
職場環境等要
件 を満たす

キャリアパス要件のうち、
①or②を満たす

かつ
職場環境等要
件 を満たす

②介護職員等特定処遇改善加算
■対象：事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の
介護職員、③その他の職種に配分

■算定要件：以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
➢処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を
行っていること

➢処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を
通じた見える化を行っていること

③介護職員等ベースアップ等支援加算
■対象：介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

■算定要件：以下の要件をすべて満たすこと。
➢処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得していること
➢賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ
等（※ ） に 使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

処遇改善加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当（注）

処遇改善加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当（注）

処遇改善加算（ Ⅰ）

月額3.7万円相当（注）

ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当（注）

注：事業所の総報酬に加算率（サービス毎の介護職員数を踏まえて設定） を乗じた額を交付

ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当（注）

ベースアップ等支援加算
月額0.9万円相当（注）

全体のイメージ

特定処遇
改善加算
（ Ⅱ ）

特定処遇
改善加算
（ Ⅰ ）

特定処遇
改善加算
（ Ⅱ ）

特定処遇
改善加算
（ Ⅰ ）

特定処遇
改善加算
（ Ⅱ ）

特定処遇
改善加算
（ Ⅰ ）

3-1 処遇改善に係る加算全体のイメージ
（厚生労働省ホームページ「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要」より抜粋）
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4 人権啓発について
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5 改正女性活躍推進法
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令和4年4月1日から、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、
情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されました。

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常
時雇用する労働者が301人以上の企業に義務付けられています。
令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出
と情報公表が義務化されます。

1.一般事業主行動計画の策定・届出の進め方
「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状
況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するも
のです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の
実施時期を盛り込まなければなりません。
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行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップとなります。

ステップ1 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題
を分析する。

ステップ2 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う。

ステップ3 一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け
出る。

ステップ4 取組を実施し効果を測定する
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2. 「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定
（厚生労働省 福岡労働局）

「えるぼし」認定
一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進
に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合
に認定されます。

「プラチナえるぼし」認定

えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活
躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満
たした場合に認定します。

※詳しくは厚生労働省 福岡労働局のホームページをご覧ください。
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6 介護給付適正化について



（2）介護給付適正化に向けた取組目標及び実施内容

①要介護認定の適正化

②ケアマネジメントの適正化

③住宅改修や福祉用具購入及び貸与の点検（リハビリテーション専門職の視点の介入）

④介護報酬請求の適正化

⑤介護給付費の通知

⑥サービス事業者への指導・監督
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6-1 介護保険の給付適正化に取り組んでいます

（1）介護保険制度は「介護」を社会全体で支え合う制度です

（！）介護保険の適正なご利用をお願いします



ご清聴
ありがとうございました
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